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正　�寄附の申し込みをいただ
いた方の地域別内訳

地域 件数 金額
市内 307件 12,425,525円
市外 308件 24,174,351円
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　低所得で特に生計が困難な方を対象に、サービス利用料を軽減しています。軽減分は、
国・都・市で負担する以外に、当事業を実施する社会福祉法人と介護保険サービス提供
事業者が負担します。対象となる事業所は市ＨＰをご覧いただくかお問い合わせくださ
い。すでに減免認定を受けている方の有効期限は7月31日（金）です。認定者全員に申請
書を郵送したので早めに手続きしてください。

今月の介護認定（更新・申請）

対象 認定有効期間
8月31日（月）までの方

更新申請 7月3日（金）～
新規申請
区分変更 随時受け付け

※�認定有効期間が7月31日（金）までの
方は、早めに手続きをしてください

手�続き郵送されている申請書を記
入のうえ、申請窓口へ（郵送も可）
申�請窓口高齢福祉課（いずみプラ
ザ）、高齢福祉課窓口（市役所第
2庁舎）、地域包括支援センター
もとまち・こいがくぼ・ほんだ・
ひかり・ひよし・なみき

→高齢福祉課☎（042）321-1301

生計困難者等に対する
利用者負担額軽減の申請・更新

申請必要書類
　�①生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申告書
　②�収入及

およ

び預貯金等申告書　③資産及び扶養の有無に関する申告書
　④�平成31・令和元年分の年金源泉徴収票、年金払込通知書、確定申告

の写し、そのほか収入を証する書類などいずれか1点
　⑤�貯金通帳の写し（通帳記入済みのもの）、あれば有価証券（株券・債

券）の写し
　⑥�医療被保険者証の写し
　※①～③は高齢福祉課（いずみプラザ内）で配布

→高齢福祉課☎（042）321-1301

z�○�生活保護を受給している方は、（介護予防）短期入所生活介護、地域
密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービ
スの個室の居住費・滞在費に係る利用者負担額の全額が軽減対象

　○�利用者負担第2段階で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護・介護老
人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・（介護
予防）小規模多機能型居宅介護・看護小規模型居宅介護を利用する
方の1割自己負担額は軽減の対象となりません

　�○�旧措置者で利用者負担が5％以下の方を除く※ユニット型個室の居
住費は対象

軽減の対象となる方世帯全員が住民税非課税で、次のすべてに該当する方
　〇�前年収入が1人世帯の場合150万円以下�
（1人増えるごとに50万円を加えた額）

　〇�世帯の貯蓄額が1人世帯の場合350万円以下�
（1人増えるごとに100万円を加えた額）

　〇�居住用の家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を
所有していない

　〇負担能力のある親族等に扶養されていない
　〇介護保険料を滞納していない
軽減される費用・割合1割自己負担額・食費・居住費（滞在費・宿泊費）の25％
　※老齢福祉年金受給者は50％
対象となるサービス※③～⑩は介護予防サービスを含む
　�①訪問介護　②通所介護　③短期入所生活介護　④訪問入浴介護　⑤訪問看護　
⑥訪問リハビリテーション　⑦通所リハビリテーション　⑧短期入所療養介護　
⑨認知症対応型通所介護　⑩小規模多機能型居宅介護　⑪夜間対応型訪問介護　
⑫地域密着型通所介護　⑬地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
　�⑭介護老人福祉施設サービス　⑮看護小規模多機能型居宅介護
　⑯定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　�⑰介護予防・生活支援サービス事業の介護予防訪問介護に相当する事業と介護
予防通所介護に相当する事業（自己負担割合が1割のもの）

　動脈硬化を進める危険因子で
ある高脂血症や高血圧・糖尿病・
肥満、痩せや貧血などを早期発
見するために、市内の指定医療
機関で子どもの生活習慣病予防
検診を実施しています。
t�市内在住または市立学校に在
籍している小学4年生・中学
生※中学生は在学中に1回の
み受診可
e�無料
f健康保険証・母子健康手帳
m�右表の指定医療機関へ予約の
うえ、保護者同伴で受診※受
診結果は、受診した医療機関
で後日直接お伝えします。医
師が治療などを必要と判断し
た場合の治療費は保険診療
（有料）となります

実施指定医療機関一覧
医療機関名 所在地 ☎（042） 医療機関名 所在地 ☎（042）

ひらまつ内科 南町2-17-5恵ビル1階 301-1111 ふじまきクリニック 本多2-1-1山本ビル1階 328-1598
くまさんこどもクリニック 南町3-22-27第2浜仲ビル1階 312-4358 小森こどもクリニック 本多2-3-3国分寺市商工会館4階 322-5585

武蔵国分寺公園クリニック 西元町2-16-34
ザ・ライオンズ武蔵国分寺公園127 320-4970 くろさわ子ども＆内科クリニック 本多3-7-25 323-9630

やながわ内科クリニック 泉町2-9-3泉ビル3階 320-5055 国分寺病院 東恋ヶ窪4-2-2 322-0123
くぼしまこどもクリニック 泉町2-9-3ハートフルビル西晴3階 300-1801 高橋内科クリニック 東恋ヶ窪6-2-6チサカ第一ビル1階 322-7676
奥山内科クリニック 泉町3-13-8 321-1115 西国分寺クリニック 西恋ヶ窪3-24-3小泉ビル1階 326-7011

山本小児科医院 本町1-7-3
国分寺クリニックヴィレッジ1階 325-3101 にしおクリニック 西恋ヶ窪4-30-3

恋ヶ窪クリニックビル2階 320-5580

小林内科医院 本町1-7-3
国分寺クリニックヴィレッジ2階 300-2072 山口医院 戸倉2-11-55 322-0121

葉子こどもクリニック 本町2-20-16 320-2525 行野医院 戸倉2-26-16 572-4416

中島内科クリニック 本町3-13-1 327-3888 マシュマロこどもクリニック 戸倉4-45-5　 320-1155

さくら医院 本多1-3-15 320-5377 よしむらこどもクリニック
日吉町3-15-22
日吉町クリニックビル2階 321-2002

のむらクリニックスクエア 本多1-8-3 325-0087 山﨑内科小児科 富士本2-1-28 573-1181

→学務課☎（042）574-4042

小・中学生対象小・中学生対象のの生活習慣病予防検診生活習慣病予防検診


